
介護保険法 

発令  ：平成 9 年 12 月 17 日号外法律第 123 号 

最終改正：令和 5 年 5 月 19 日号外法律第 31 号 

改正内容：令和 5 年 5 月 19 日号外法律第 31 号[令和 6 年 4 月 1 日] 

 

（指定介護予防支援事業者の指定） 

第百十五条の二十二 第五十八条第一項の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、第百十五条の四

十六第一項に規定する地域包括支援センターの設置者又は指定居宅介護支援事業者の申請により、介護

予防支援事業を行う事業所（以下この節において「事業所」という。）ごとに行い、当該指定をする市

町村長がその長である市町村が行う介護保険の被保険者（当該市町村が行う介護保険の住所地特例適用

居宅要支援被保険者を除き、当該市町村の区域内に所在する住所地特例対象施設に入所等をしている住

所地特例適用居宅要支援被保険者を含む。）に対する介護予防サービス計画費及び特例介護予防サービ

ス計画費の支給について、その効力を有する。 

２～４ (略)  

 

（指定介護予防支援の事業の基準） 

第百十五条の二十三 指定介護予防支援事業者は、次条第二項に規定する指定介護予防支援に係る介護予

防のための効果的な支援の方法に関する基準及び指定介護予防支援の事業の運営に関する基準に従い、

要支援者の心身の状況等に応じて適切な指定介護予防支援を提供するとともに、自らその提供する指定

介護予防支援の質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより常に指定介護予防支援を受ける者

の立場に立ってこれを提供するように努めなければならない。 

２ 指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援を受けようとする被保険者から提示された被保険者証

に、認定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、当該被保険者に当該指

定介護予防支援を提供するように努めなければならない。 

３ 第百十五条の四十六第一項に規定する地域包括支援センターの設置者である指定介護予防支援事業者

は、厚生労働省令で定めるところにより、指定介護予防支援の一部を、厚生労働省令で定める者に委託

することができる。 

 

（実施の委託） 

第百十五条の四十七 (略) 

２～３ (略) 

４ 地域包括支援センターの設置者は、指定居宅介護支援事業者その他の厚生労働省令で定める者に対

し、厚生労働省令で定めるところにより、第百十五条の四十五第二項第一号に掲げる事業の一部を委託

することができる。この場合において、当該委託を受けた者は、第一項の方針（地域包括支援センター

の設置者が市町村である場合にあっては、厚生労働省令で定めるところにより当該市町村が示す当該事

業の実施に係る方針）に従って、当該事業を実施するものとする。 

５～１０ (略)  


